
第４７号議案 

   令和４年度大山崎町一般会計補正予算（第３号） 

 令和４年度大山崎町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１，２２７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，３４７，５１３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和４年７月２２日 提 出 

大山崎町長 前川 光   
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大山崎町一般会計補正予算（第３号）に関する説明書 
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